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国立大学法人鹿児島大学職員就業規則の一部改正新旧対照表（抜粋 （案））

新 旧

（略） （略）

（職員の区分及び職種） （職員の区分及び職種）

第３条 本学の職員の区分及び職種は，次に掲げるとおりとする。 第３条 本学の職員の区分及び職種は，次に掲げるとおりとする。

( ) 教 育 職 員 教授，助教授，講師，助手，副校長，副園長，教諭， ( ) 教 育 職 員 教授，助教授，講師，助手，副校長，副園長，教諭，1 1
養護教諭（以下「教員」という ） 養護教諭（以下「教員」という ）。 。

( ) 一 般 職 員 事務職員，技術職員，図書職員，教務職員，技能職員， ( ) 一 般 職 員 事務職員，技術職員，図書職員，教務職員，技能職員，2 2
労務職員 労務職員

( ) 医 療 職 員 医療技術職員，看護職員 ( ) 医 療 職 員 医療技術職員，看護職員3 3

( ) 海 事 職 員 大型船舶船員，中型船舶船員（教員を含む ） ( ) 海 事 職 員 大型船舶船員，中型船舶船員（教員を含む ）4 4。 。

( ) 非常勤職員 定時勤務職員，短時間勤務職員 ( ) 非常勤職員 定時勤務職員，短時間勤務職員5 5

( ) 契 約 職 員 外国人研究員 ( ) 契 約 職 員 外国人教師，外国人研究員6 6

（略） （略）

附 則

この規則は，平成１７年 月 日から施行する。


